
令和３年度第２回

静岡地域医療構想調整会議

日 時：令和３年10月28日(木)

場 所：Web会議（Zoomウェビナー）

次 第

○ 議 題

１ 静岡県域における病院の移転について

独立行政法人地域医療機能促進機構 清水さくら病院（旧桜が丘病院）

２ 静岡医療圏における医療提供体制について

（１）療養病床の転換意向等調査結果について

（２）非稼働病床の再稼動計画について

３ 静岡医療圏における今後の医療提供体制の在り方について（仮称）

○ 報 告

１ 第８次静岡県保健医療計画中間見直し（２次保健医療圏域版）について

２ 地域医療機能分化促進事業費補助金について

３ 地域医療介護総合確保基金について

○ その他



静岡圏域における病院の移転について

１．概要

独立行政法人地域医療機能推進機構より以下の通り静岡圏域内での病院移転の申

し出があったので、静岡市病院等の開設等に係る指導要綱第５条の２に基づき、当

該申出書と医療計画との整合性について、公立病院及び公的病院等の長並びに医療

関係団体等の代表者のうち保健所長が必要と認める者の意見を聴取したい。

なお、移転の前後で病床数は40減とする予定であることから、病床の増加にはあ

たらず、静岡県知事への協議は原則不要となっている。

申し出者は今後、病院開設許可申請及び既存病院の廃止の届出を行うこととな

る。
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２．事前協議申出概要

申出者 独立行政法人地域医療機能推進機構 （理事長 尾身 茂）

病 院 の 名 称 独立行政法人地域医療機能推進機構 清水さくら病院

開 設 の 場 所 静岡市清水区袖師町２００１番、２００２番一部

開設（移転）

趣 旨

現桜ヶ丘病院の老朽化に伴い建物更新が必要であるため。

また、清水地区の医療体制を維持するため。

病 床 種 別 一般 １５９床（現桜ヶ丘病院からは４０床減少）

診 療 科 目 内科、外科、整形外科、眼科、歯科口腔外科、泌尿器科、放射線科

管 理 者 内野 直樹

建 物
鉄骨造

延床面積 １３，７００㎡

建 設 計 画

着工年月日 ２０２２年３月３１日

しゅん工年月日 ２０２３年８月３１日

開 設 予 定

年 月 日
２０２３年１１月１日
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療養病床転換意向等調査結果

（概要）
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項目

　①　調査結果概要
　　 【前回(令和２年４月)と今回(令和３年４月)の比較】

　②　介護医療院の開設状況

　③　地域医療構想との関係
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■ 開設許可病床数

①　調査結果概要　
【前回(令和２年４月)と今回(令和３年４月)の比較】

■ 転換意向先

R2 8,657床 6,316床 13床 1,896床 379床 53床 457床 9,114床

R3 8,475床 6,103床 13床 1,954床 387床 18床 293床 8,768床

増減 -182床 -213床 0床 58床 8床 -35床 -164床 -346床

医療

療養

介護

療養
計療養1,2

20:1

経過措置

25:1

回復期

リハ

地域包括

ケア
その他

5,930床 2,327床 284床 0床 146床 427床 9,114床

医療療養 5,914床 2,327床 0床 0床 146床 270床 8,657床

介護療養 16床 0床 284床 0床 0床 157床 457床

5,672床 2,389床 261床 0床 127床 319床 8,768床

医療療養 5,599床 2,389床 41床 0床 127床 319床 8,475床

介護療養 73床 0床 220床 0床 0床 0床 293床

-258床 62床 -23床 0床 -19床 -108床 -346床

医療療養 -315床 62床 41床 0床 -19床 49床 -182床

介護療養 57床 0床 -64床 0床 0床 -157床 -164床

医療保険 介護保険 その他

転換意向先 計療養１,２

20:1

回復期・

地域包括

介護

医療院

介護老人

保健施設
その他 未定

Ｒ２

Ｒ３

増減
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＜調査結果のポイント＞

１　許可病床数について
　　
　・「療養1,2」に加え、設置期限（2023年度末）のある「介護療養」が減少。
　　許可病床数は全体で346床減少（医療療養病床 ▲182床、介護療養病床 ▲164床）
　　
　　⇒　主な要因　
　　　　　　医療療養：回復期及び介護医療院への転換、廃止
　　　　　　介護療養：介護医療院への転換
　

　・転換状況は、圏域によって差が見られる。

２　転換先意向について

　・「未定」の病床数が減少（R2:427床　⇒　R3:319床）

　・「介護医療院」への転換意向は、医療療養病床からの転換意向は増加したが、介護療養病床からの
　　転換意向は介護医療院への転換が進んだため、減少している。
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　・本県では令和３年６月現在、21施設2,127床が開設している。
　・転換元は、介護療養病床1,174床、医療療養病床560床、介護療養型老人
　　保健施設（転換老健）393床となっている。

②　介護医療院の開設状況

所在市町 名　　称 人員基準 開設年月日 転換元 療養床数

浜松市 介護医療院　有玉病院 Ⅰ型 H30.6.1 介護療養病床 58床

浜松市 介護医療院　西山ナーシング Ⅰ型 H30.8.1 介護療養病床 164床

浜松市 湖東ケアセンター Ⅰ型 H30.9.1
介護療養型老人保健施設
(転換老健)

60床

浜松市 天竜すずかけ病院・介護医療院 Ⅱ型 H30.10.1 医療療養病床 55床

函南町 介護医療院　伊豆平和病院 Ⅱ型 H30.11.1
介護療養病床
医療療養病床

60床

浜松市 介護医療院浜北さくら台 Ⅰ型 H30.11.1 介護療養病床 54床

袋井市 介護医療院　袋井みつかわ病院 Ⅰ型 H31. 2.1
介護療養病床
医療療養病床

101床

浜松市 介護医療院　有玉病院 Ⅰ型 H31. 4.1 医療療養病床 55床

浜松市 和恵会ケアセンター Ⅱ型 H31. 4.1
介護療養型老人保健施設
(転換老健)

80床

御殿場市 神山復生病院介護医療院 Ⅱ型 H31. 4.1 医療療養病床 40床

焼津市 駿河西病院　介護医療院 Ⅰ型 R元. 6.1 医療療養病床 50床

掛川市 掛川東病院　介護医療院 Ⅰ型 R元. 6.1 医療療養病床 50床

静岡市 静岡広野病院　介護医療院 Ⅰ型 R元.10.1 介護療養病床 198床

裾野市 東名裾野病院　介護医療院 Ⅰ型 R2. 4.1 医療療養病床 48床

御殿場市 富士山麓病院　介護医療院 Ⅱ型 R2. 4.1
介護療養病床
医療療養病床

158床

磐田市 白梅豊岡病院　介護医療院 Ⅰ型 R2. 4.1 介護療養病床 50床

掛川市 掛川北病院　介護医療院 Ⅰ型 R2. 4.1 介護療養病床 100床

浜松市 湖東病院　介護医療院 Ⅰ型 R2. 4.1 介護療養病床 169床

浜松市 西山病院　介護医療院 Ⅰ型 R2. 4.1 介護療養病床 113床

浜松市 和恵会ケアセンター Ⅰ型 R2. 4.1
介護療養型老人保健施設
(転換老健)

100床

湖西市 浜名病院　介護医療院 Ⅰ型 R2. 8.1 介護療養病床 44床

伊豆市 伊豆慶友病院　介護医療院 Ⅰ型 R2. 8.1
医療療養病床及び介護療養型老

人保健施設（転換老健） 104床

伊豆市 伊豆赤十字介護医療院 Ⅰ型 R3. 5.1
介護療養型老人保健施設
(転換老健)

96床

静岡市 静岡瀬名病院　介護医療院 Ⅰ型 R3. 6.1 介護療養病床 120床

計 21施設 2,127床

（Ⅰ型：介護療養病床相当、Ⅱ型：老健施設相当以上）
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【参考】全国の介護医療院の開設状況

（厚生労働省老健局資料より）

■　介護医療院の施設数（上位５都道府県）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：施設）

区分
R2 R3

9/30 時点 12/31 時点 3/31 時点 6/30 時点

全国計 33,820 35,005 35,442 37,071

１ 福岡県 2,185 2,390 2,486 2,594

２ 京都府 2,280 2,340 2,340 2,340

３ 静岡県 1,854 1,854 1,854 2,127

４ 北海道 1,544 1,748 1,748 1,764

５ 山口県 1,685 1,685 1,685 1,735

■　介護医療院の療養床数（上位５都道府県） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：床）

区分
R2 R3

9/30時点 12/31時点 3/31 時点 6/30 時点

全国計 539 562 572 601

１ 福岡道 34 38 39 41

２
北海道 27 31 31 32

熊本県 30 32 32 32

３ 高知県 27 27 29 29

４ 鹿児島県 24 24 24 25
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・地域医療構想において、介護医療院は「在宅医療等」の

　区分となる。

・このため、療養病床が介護医療院へ転換すると、

　「慢性期」の病床数は減少し、

　「在宅医療等」は増加する。

⇒　慢性期機能及び在宅医療等の

　　検討において、

　　療養病床を有する医療機関の

　　転換意向が重要となる。

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

介護医療院 等

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

医療療養25対１
介護療養　等

＜介護医療院等への転換に伴う病床数のイメージ＞

転換

③　地域医療構想との関係
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＜介護医療院への転換について＞

・医療療養病床及び介護療養病床、転換老健から

　介護医療院への転換は、

　介護保険事業支援計画の「総量規制」は基本的に生じない。

　（一般病床からの転換は、「総量規制」の対象となる。）

・このため、まずは医療療養病床及び介護療養病床が、
　介護医療院への転換候補として想定されている。

・今年度調査における「介護医療院」への転換意向は261床。

　また、転換意向「未定」の病床数は319床。

（設置期限のある｢医療療養25：1｣｢介護療養病床｣は概ね転換済）

　⇒　地域医療構想の推進、在宅医療等の充実に向けて、

　　　療養病床の転換意向を今後も継続的に確認していく。
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病棟名
許可

病床数
稼働

病床数
非稼働
病床数

病床
種別

入院基本料 病床機能
(R2.7.1時点)

既に再開済み
再開を

予定/検討中
病床返還を
予定/検討中

介護医療院へ転
換予定/検討中

対応方針
検討中

4階西 20 0 20 一般 - 休棟中 ・医療従事者の確保が困難のため ○
（未定）

６階東 50 0 50 一般 - 休棟中
・現在は新型コロナウイルス感染症患者受け入れのため10床稼働済
・新型コロナウイルス感染症が収束後、再開を検討

○
（未定）

６階西 41 0 41 療養 - 休棟中 ・介護医療院への転換を検討中 ○
（令和４年度予定）

７階東 54 0 54 一般
急性期一般入院料
４

急性期 ・回復期病棟として47床稼働済 ○
（R2年8月）

清水富士山病院 一般病棟 20 0 20 一般
一般病棟特別入院
料

休棟中
・職員不足により休床していたが、職員充足に見込みが出来たため、
　令和4年4月に再開予定

○
（R4年4月）

ＪＣＨＯ桜ヶ丘病院 ４階病棟 84 58 26 一般
地域包括ケア病棟
入院料１

回復期 ・方針検討中(新病院の設計を進めている段階) ○
（未定）

医療法人社団　健寿会　山の上病院 北館2階 32 0 32 療養 療養病棟入院料１ 休棟中 ・全32床稼働済 ○
（R2年10月）

【令和２年度病床機能報告　非稼働病棟（20床以上）を有する病院一覧【調査対象期間：R元.7.1～R2.6.30】　　　　　　　　　

令和２年度病床機能報告　ローデータ
今後の運用見通しに関する計画

（計画の具体的な時期）

圏域 医療機関名 稼働していない理由・対応方針等

静岡徳洲会病院

静岡
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病院一般病棟の主な機能からみた病床数の検討

～急性疾患・外傷等を中心とした視点から～

地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

浜松医科大学 医学部医学科 地域医療支援学講座

竹内 浩視

hrmt2018@hama-med.ac.jp

配布資料

※ COI開示：担当講師に開示すべきCOI関係にある企業などはありません。

令和３年度第２回 静岡地域医療構想調整会議
令和３年（2021年）10月28日（木）：オンライン開催

（令和２年度病床機能報告の結果分析：中間報告）

１
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地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

検 討 の 目 的

➢ 病院一般病棟の主な機能からみた病床数

について、令和２年度病床機能報告の結果

を用いて、急性疾患・外傷等を中心とした視

点から検討することにより、今般の新型コロ

ナウイルス感染症への対応等を踏まえ、地

域において今後の医療提供体制の在り方を

協議するための基礎資料とする。

２
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検 討 の 背 景

（入院医療の評価体系の変遷）

地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

３
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（上・下右） 厚生労働省「令和２年度診療報酬改定説明資料等について・令和２年度診療報酬改定の概要（入院医療）令和２年３月５日版」 から抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000691039.pdf（令和３年10月13日確認）

（下左） 厚生労働省「平成30年度診療報酬改定説明会(平成30年3月5日開催)資料等について・平成30年度診療報酬改定の概要」 から抜粋
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000197979.pdf（令和３年10月13日確認）

令和２年度診療報酬改定における入院医療の評価（概要）

令和２年度診療報酬改定における重症度、医療・看護必要度の見直し平成30年度診療報酬改定における新たな評価体系の導入

４
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検討の背景と視点

➢ 地域医療構想の始期となった2016（平成28）年度以降、２回の診
療報酬改定を経て、入院医療の評価体系は大きく変化している。

➢ 特に、2018（平成30）年度改定では、急性期医療、急性期医療～
長期療養、長期療養に大別される「新たな入院医療の評価体系」
が導入され、さらに、2020（令和２）年度改定では、重症度、医療・
看護必要度や実績等の評価・基準等について見直しが行われた。

➢ このような動きの中で、急性期医療を中心とした一般病棟につい
て、病棟・病床の機能や看護職員配置等に基づく病床数の推移か
ら、これらの機能転換や他の機能を有する病院等との機能分担の
状況等を把握することが可能である。

➢ また、地域や二次医療圏等の比較から得られたそれぞれの特徴
や課題等は、各病院や地域等において、将来に向けた医療提供
体制の在り方を検討するための基礎資料になるものと考えられる。

地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

５
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地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

急性疾患・外傷等では「入口」と「出口」の確保と両者のバランスが重要

（左・右） 静岡県健康福祉部「第８次静岡県保健医療計画」 から抜粋

「入口」：救命救急・集中治療などの「急性期医療」を主な機能とする病棟・病室

「出口」：患者ごとの状態に応じた、「急性期医療～回復期医療」あるいは「長期療養等」
を主な機能とする病棟等（居宅や介護施設等を含む）

病床機能報告の結果分析等から全県や地域の現状や課題等を把握し、関係
者等による協議を経て、将来に向けた医療提供体制の再構築（＝地域医療構
想の実現）を図っていくことが重要。

６
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地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

静岡県保健医療計画における「医療機能と時間の流れ」からみた
医療提供体制全体における病院一般病棟の位置づけ

～急性疾患・外傷等を中心とした視点（周産期・小児を除く）からの検討～

静岡県健康福祉部「第８次静岡県保健医療計画 第６章 疾病又は事業在宅医療ごとの医療提供体制の構築」を参考に作成

専
門
的

医
療
機
能

総
合
的

時間の流れ

「急性期医療」
を主な機能と

する病棟・病室

「急性期医療～
回復期医療」
を主な機能と

する病棟・病室 「長期療養等」
を主な機能
とする病棟

（療養病床を含む）

在宅等（居宅、介護施設等）

発
症

転
棟
・転
院

転
棟
・転
院

転
棟
・転
院

再
発

再
発

地域*内でバランスがとれているか（過不足や目詰まり等はないか）

＊ 地域：疾病又は事業により、全県・地域（３地域あるいは複数の地域や二次医療圏による広域）・二次医療圏など、含まれる範囲が異なる。

７
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一般病棟における主な機能の考え方 （パターン１）

地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

主な機能 診療報酬点数表における入院基本料・特定入院料

急性期医療
・ 救命救急入院料、集中治療室管理料等
・ 特定機能病院入院基本料（二次救急医療機関指定あり）
・ 急性期一般入院料（７対１、10対１）

急性期医療～
回復期医療

・ 地域一般入院料（13対１、15対１）
・ 回復期リハビリテーション病棟入院料
・ 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料

長期療養等
・ 緩和ケア病棟入院料
・ 障害者施設等入院基本料
・ 特殊疾患病棟入院料・入院医療管理料

➢ 救急医療の対象となる急性疾患・外傷等を中心とした視点（周産期・小児
を除く）から、診療報酬の入院基本料・特定入院料の届出状況に基づき、
主な機能を以下の３つに区分して検討した。

８
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静岡県（地域別、静岡医療圏）における

病院一般病棟の状況 <パターン１>

地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

精査中
９
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地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

静岡県における病院一般病棟の主な機能別病床数 （１）
～急性疾患・外傷等を中心とした視点（周産期・小児を除く）からの検討～

（全県・地域-入院基本料・特定入院料別/令和２年度）

（特記以外の単位：床）

主な機能 急性期医療 急性期～回復期医療 長期療養等

計
入院基本料・
特定入院料

救命救急
入院料/集
中治療室
管理料等

特定機能
病院入院
基本料
（二次救急
指定あり）

急性期一
般入院料
（７対１、10
対１）

地域一般
入院料
（13対１、15
対１）

回復期リハ
ビリテー
ション病棟
入院料

地域包括ケ
ア病棟入院
料・入院医
療管理料

緩和ケア病
棟入院料

障害者施設
等入院基本
料/特殊疾
患病棟入院
料・入院医
療管理料

全県 ５０７ ５０６ １２，８４３ ６３０ １，２７０ １，２５４ １１７ １，３６０ １８，４８７

（計/構成割合） １３，８５６ / ７４．９％ ３，１５４ / １７．１％ １，４７７ / ８．０％ １００．０％

東部地域 １２４ ０ ４，１１１ ３６６ ４２８ ６６４ ９０ ５０１ ６，２８４

（計/構成割合） ４，２３５ / ６７．４％ １，４５８ / ２３．２％ ５９１ / ９．４％ １００．０％

中部地域 ２００ ０ ４，６８５ ０ ４００ ２４１ ０ ４４５ ５，９７１

（計/構成割合） ４，８８５ / ８１．８％ ６４１ / １０．７％ ４４５ / ７．５％ １００．０％

静岡医療圏 １４９ ０ ２，８２２ ０ １７７ １９９ ０ ４４５ ３，７９２

（計/構成割合） ２，９７１ / ７８．３％ ３７６ / ９．９％ ４４５ / １１．７％ １００．０％

西部地域 １８３ ５０６ ４，０４７ ２６４ ４４２ ３４９ ２７ ４１４ ６，２３２

（計/構成割合） ４，７３６ / ７６．０％ １，０５５ / １６．９％ ４４１ / ７．１％ １００．０％

「令和２年度 病床機能報告」（令和２年７月１日時点） を基に作成

精査中
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地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

静岡県における病院一般病棟の主な機能別病床数 （２）
～急性疾患・外傷等を中心とした視点（周産期・小児を除く）からの検討～

（全県・地域-入院基本料・特定入院料別/令和２年度）

（特記以外の単位：床）

主な機能 急性期医療 急性期～回復期医療 長期療養等

計入院基本料・
特定入院料

救命救急
入院料/集
中治療室
管理料等

特定機能
病院入院
基本料
（二次救急
指定あり）

急性期一
般入院料
（７対１、10
対１）

地域一般
入院料
（13対１、15
対１）

回復期リハ
ビリテー
ション病棟
入院料

地域包括ケ
ア病棟入院
料・入院医
療管理料

緩和ケア病
棟入院料

障害者施設
等入院基本
料/特殊疾
患病棟入院
料・入院医
療管理料

全県 １３，８５６ ３，１５４ １，４７７ １８，４８７

（人口10万対） （４３６．５） （９９．４） （４６．５） （５８２．４）

東部地域 ４，２３５ １，４５８ ５９１ ６，２８４

（人口10万対） （４０９．３） （１４０．９） （５７．１） （６０７．３）

中部地域 ４，８８５ ６４１ ４４５ ５，９７１

（人口10万対） （４８６．８） （６３．９） （４４．３） （５９５．０）

静岡医療圏 ２，９７１ ３７６ ４４５ ３，７９２

（人口10万対） （４８８．２） （６１．８） （７３．１） （６２３．０）

西部地域 ４，７３６ １，０５５ ４４１ ６，２３２

（人口10万対） （４１６．５） （９２．８） （３８．８） （５４８．１）

※ 人口は年齢３区分のうち、15歳未満の年少人口を除いた推計人口を用いた。
※ 推計人口は令和２年７月の推計人口（総数）に、令和元年の年齢３区分割合を用いて算出した。
出典：静岡県・統計センターしずおか「令和２年７月市町別推計人口」、「令和元年・静岡県年齢別人口推計」

「令和２年度 病床機能報告」（令和２年７月１日時点） を基に作成

精査中
11

25



地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

静岡県における病院一般病棟の主な機能別病床数 （３）
～急性疾患・外傷等を中心とした視点（周産期・小児を除く）からの検討～

（全県・地域-入院基本料・特定入院料別/令和２年度）
（特記以外の単位：床）

主な機能 急性期医療（Ａ） 急性期～回復期医療（Ｂ）

比
（Ａ/Ｂ）入院基本料・

特定入院料

救命救急入
院料/集中
治療室管理
料等

特定機能病
院入院基本
料
（二次救急
指定あり）

急性期一般
入院料
（７対１、10
対１）

地域一般入
院料
（13対１、15
対１）

回復期リハ
ビリテーショ
ン病棟入院
料

地域包括ケ
ア病棟入院
料・入院医
療管理料

全県 １３，８５６ ３，１５４
４．３９

（人口10万対） （４３６．５） （９９．４）

東部地域 ４，２３５ １，４５８
２．９０

（人口10万対） （４０９．３） （１４０．９）

中部地域 ４，８８５ ６４１
７．６２

（人口10万対） （４８６．８） （６３．９）

静岡医療圏 ２，９７１ ３７６
７．９０

（人口10万対） （４８８．２） （６１．８）

西部地域 ４，７３６ １，０５５
４．４９

（人口10万対） （４１６．５） （９２．８）

※ 人口は年齢３区分のうち、15歳未満の年少人口を除いた推計人口を用いた。
※ 推計人口は令和２年７月の推計人口（総数）に、令和元年の年齢３区分割合を用いて算出した。
出典：静岡県・統計センターしずおか「令和２年７月市町別推計人口」、「令和元年・静岡県年齢別人口推計」

「令和２年度 病床機能報告」（令和２年７月１日時点） を基に作成

精査中
12
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静岡医療圏（行政区別）における

病院一般病棟の状況 <パターン１>

地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

精査中
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地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

静岡医療圏における病院一般病棟の主な機能別病床数 （１）
～急性疾患・外傷等を中心とした視点（周産期・小児を除く）からの検討～

（全県・地域-入院基本料・特定入院料別/令和２年度）
（特記以外の単位：床）

主な機能 急性期医療 急性期～回復期医療 長期療養等

計入院基本料・
特定入院料

救命救急入院
料/集中治療室
管理料等

特定機能病院
入院基本料
（二次救急指定
あり）

急性期一般入
院料
（７対１、10対
１）

地域一般入院
料
（13対１、15対
１）

回復期リハビリ
テーション病棟
入院料

地域包括ケア
病棟入院料・入
院医療管理料

緩和ケア病棟
入院料

障害者施設等
入院基本料/特
殊疾患病棟入
院料・入院医療
管理料

全県 ５０７ ５０６ １２，８４３ ６３０ １，２７０ １，２５４ １１７ １，３６０ １８，４８７

（計/構成割合） １３，８５６ / ７４．９％ ３，１５４ / １７．１％ １，４７７ / ８．０％ １００．０％

静岡医療圏 １４９ ０ ２，８２２ ０ １７７ １９９ ０ ４４５ ３，７９２

（計/構成割合） ２，９７１ / ７８．３％ ３７６ / ９．９％ ４４５ / １１．７％ １００．０％

葵区 １１６ ０ １，７５８ ０ １３２ ０ ０ ２８３ ２，２８９

（計/構成割合） １，８７４ / ８１．９％ １３２ / ５．８％ ２８３ / １２．４％ １００．０％

駿河区 ２９ ０ ５３１ ０ ０ ５０ ０ １６０ ７７０

（計/構成割合） ５６０ / ７２．７％ ５０ / ６．５％ １６０ / ２０．８％ １００．０％

清水区 ６ ０ ５５６ ０ ４４ １４９ ０ ０ ７５５

（計/構成割合） ５６２ / ７４．４％ １９３ / ２５．６％ ０ / ０．０％ １００．０％

清水区＋共立
蒲原総合病院

６ ０ ６４１ ０ ４４ ２１９ ０ ０ ９１０

（計/構成割合） ６４７ / ７１．１％ ２６３ / ２８．９％ ０ / ０．０％ １００．０％

「令和２年度 病床機能報告」（令和２年７月１日時点） を基に作成

※ 端数処理のため、主な機能別病床数の構成割合の合計が100％にならない場合がある。
注） 全県及び静岡医療圏は同一病棟内での病棟単位と病室単位の重複届出が未調整のため、３区（＋共立蒲原総合病院）の病床数の合計と一致しない。

精査中
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地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

静岡医療圏における病院一般病棟の主な機能別病床数 （２）
～急性疾患・外傷等を中心とした視点（周産期・小児を除く）からの検討～

（全県・地域-入院基本料・特定入院料別/令和２年度）

（特記以外の単位：床）

主な機能 急性期医療 急性期～回復期医療 長期療養等

計入院基本料・
特定入院料

救命救急入院
料/集中治療室
管理料等

特定機能病院
入院基本料
（二次救急指定
あり）

急性期一般入
院料
（７対１、10対
１）

地域一般入院
料
（13対１、15対
１）

回復期リハビリ
テーション病棟
入院料

地域包括ケア
病棟入院料・入
院医療管理料

緩和ケア病棟
入院料

障害者施設等
入院基本料/特
殊疾患病棟入
院料・入院医療
管理料

全県 １３，８５６ ３，１５４ １，４７７ １８，４８７

（人口10万対） （４３６．５） （９９．４） （４６．５） （５８２．４）

静岡医療圏 ２，９７１ ３７６ ４４５ ３，７９２

（人口10万対） （４８８．２） （６１．８） （７３．１） （６２３．０）

葵区 １，８７４ １３２ ２８３ ２，２８９

（人口10万対） （８５７．１） （６０．４） （１２９．４） （１，０４６．８）

駿河区 ５６０ ５０ １６０ ７７０

（人口10万対） （３０２．１） （２７．０） （８６．３） （４１５．３）

清水区 ５６２ １９３ ０ ７５５

（人口10万対） （２７４．４） （９４．２） （０．０） （３６８．６）

清水区＋共立蒲
原総合病院

６４７ ２６３ ０ ９１０

（人口10万対） （３１５．９） （１２８．４） （０．０） （４４４．３）

※ 人口は年齢３区分のうち、15歳未満の年少人口を除いた推計人口を用いた。 注） 全県及び静岡医療圏は同一病棟内での病棟単位と病室単位の重複届出が未調整
※ 推計人口は令和２年７月の推計人口（総数）に、令和元年の年齢３区分割合を用いて算出した。 のため、３区（＋共立蒲原総合病院）の病床数の合計と一致しない。
出典：静岡県・統計センターしずおか「令和２年７月市町別推計人口」、「令和元年・静岡県年齢別人口推計」

「令和２年度 病床機能報告」（令和２年７月１日時点） を基に作成

精査中
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29



地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

静岡医療圏における病院一般病棟の主な機能別病床数 （３）
～急性疾患・外傷等を中心とした視点（周産期・小児を除く）からの検討～

（全県・地域-入院基本料・特定入院料別/令和２年度）
（特記以外の単位：床）

主な機能 急性期医療（Ａ） 急性期～回復期医療（Ｂ）

比
（Ａ/Ｂ）入院基本料・

特定入院料

救命救急入院
料/集中治療
室管理料等

特定機能病院
入院基本料
（二次救急指
定あり）

急性期一般入
院料
（７対１、10対
１）

地域一般入院
料
（13対１、15対
１）

回復期リハビリ
テーション病棟
入院料

地域包括ケア
病棟入院料・
入院医療管理
料

全県 １３，８５６ ３，１５４
４．３９

（人口10万対） （４３６．５） （９９．４）

静岡医療圏 ２，９７１ ３７６
７．９０

（人口10万対） （４８８．２） （６１．８）

葵区 １，８７４ １３２
１４．２０

（人口10万対） （８５７．１） （６０．４）

駿河区 ５６０ ５０
１１．２０

（人口10万対） （３０２．１） （２７．０）

清水区 ５６２ １９３
２．９１

（人口10万対） （２７４．４） （９４．２）

清水区＋共立
蒲原総合病院

６４７ ２６３
２．４６

（人口10万対） （３１５．９） （１２８．４）

「令和２年度 病床機能報告」（令和２年７月１日時点） を基に作成

※ 人口は年齢３区分のうち、15歳未満の年少人口を除いた推計人口を用いた。 注） 全県及び静岡医療圏は同一病棟内での病棟単位と病室単位の重複届出が
※ 推計人口は令和２年７月の推計人口（総数）に、令和元年の年齢３区分割合を用いて算出した。 未調整のため、３区（＋共立蒲原総合病院）の病床数の合計と一致しない。
出典：静岡県・統計センターしずおか「令和２年７月市町別推計人口」、「令和元年・静岡県年齢別人口推計」

精査中
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地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

静岡県保健医療計画における「医療機能と時間の流れ」からみた
医療提供体制全体における病院一般病棟の位置づけ

～急性疾患・外傷等を中心に専門医療の視点を加えた検討（周産期・小児を除く） ～

静岡県健康福祉部「第８次静岡県保健医療計画 第６章 疾病又は事業在宅医療ごとの医療提供体制の構築」を参考に作成

専
門
的

医
療
機
能

総
合
的

時間の流れ

「急性期医療」・
「専門医療」
を主な機能と

する病棟・治療室

「急性期医療～
回復期医療」
を主な機能と

する病棟・病室 「長期療養等」
を主な機能
とする病棟

（療養病床を含む）

在宅等（居宅、介護施設等）

発
症

転
棟
・転
院

転
棟
・転
院

転
棟
・転
院

再
発

再
発

地域*内でバランスがとれているか（過不足や目詰まり等はないか）

＊ 地域：疾病又は事業により、全県・地域（３地域あるいは複数の地域や二次医療圏による広域）・二次医療圏など、含まれる範囲が異なる。
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一般病棟における主な機能の考え方 （パターン２）

地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

主な機能 診療報酬点数表における入院基本料・特定入院料

急性期医療・
専門医療

・ 救命救急入院料、集中治療室管理料等
・ 特定機能病院入院基本料（総数）
・ 急性期一般入院料（７対１、10対１）

急性期医療～
回復期医療

・ 地域一般入院料（13対１、15対１）
・ 回復期リハビリテーション病棟入院料
・ 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料

専門医療・
長期療養等

・ 緩和ケア病棟入院料
・ 障害者施設等入院基本料
・ 特殊疾患病棟入院料・入院医療管理料

➢ 救急医療の対象となる急性疾患・外傷等に専門医療を加えた視点（周産
期・小児を除く） から、診療報酬の入院基本料・特定入院料の届出状況
に基づき、主な機能を以下の３つに区分して検討した。
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静岡県（地域別、静岡医療圏）における

病院一般病棟の状況 <パターン２>

地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

精査中
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地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

静岡県における病院一般病棟の主な機能別病床数 （４）
～急性疾患・外傷等に専門医療を加えた視点（周産期・小児を除く）からの検討～

（全県・地域-入院基本料・特定入院料別/令和２年度）

（特記以外の単位：床）

主な機能 急性期医療・専門医療 急性期～回復期医療 長期療養等

計
入院基本料・
特定入院料

救命救急
入院料/集
中治療室
管理料等

特定機能
病院入院
基本料
（総数）

急性期一
般入院料
（７対１、10
対１）

地域一般
入院料
（13対１、15
対１）

回復期リハ
ビリテー
ション病棟
入院料

地域包括ケ
ア病棟入院
料・入院医
療管理料

緩和ケア病
棟入院料

障害者施設
等入院基本
料/特殊疾
患病棟入院
料・入院医
療管理料

全県 ５０７ １，０４３ １２，８４３ ６３０ １，２７０ １，２５４ １１７ １，３６０ １９，０２４

（計/構成割合） １４，３９３ / ７５．７％ ３，１５４ / １６．６％ １，４７７ / ７．８％ １００．０％

東部地域 １２４ ５３７ ４，１１１ ３６６ ４２８ ６６４ ９０ ５０１ ６，８２１

（計/構成割合） ４，７７２ / ７０．０％ １，４５８ / ２１．４％ ５９１ / ８．７％ １００．０％

中部地域 ２００ ０ ４，６８５ ０ ４００ ２４１ ０ ４４５ ５，９７１

（計/構成割合） ４，８８５ / ８１．８％ ６４１ / １０．７％ ４４５ / ７．５％ １００．０％

静岡医療圏 １４９ ０ ２，８２２ ０ １７７ １９９ ０ ４４５ ３，７９２

（計/構成割合） ２，９７１ / ７８．３％ ３７６ / ９．９％ ４４５ / １１．７％ １００．０％

西部地域 １８３ ５０６ ４，０４７ ２６４ ４４２ ３４９ ２７ ４１４ ６，２３２

（計/構成割合） ４，７３６ / ７６．０％ １，０５５ / １６．９％ ４４１ / ７．１％ １００．０％

「令和２年度 病床機能報告」（令和２年７月１日時点） を基に作成

精査中
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地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

静岡県における病院一般病棟の主な機能別病床数 （５）
～急性疾患・外傷等に専門医療を加えた視点（周産期・小児を除く）からの検討～

（全県・地域-入院基本料・特定入院料別/令和２年度）

（特記以外の単位：床）

主な機能 急性期医療・専門医療 急性期～回復期医療 長期療養等

計入院基本料・
特定入院料

救命救急
入院料/集
中治療室
管理料等

特定機能
病院入院
基本料
（総数）

急性期一
般入院料
（７対１、10
対１）

地域一般
入院料
（13対１、15
対１）

回復期リハ
ビリテー
ション病棟
入院料

地域包括ケ
ア病棟入院
料・入院医
療管理料

緩和ケア病
棟入院料

障害者施設
等入院基本
料/特殊疾
患病棟入院
料・入院医
療管理料

全県 １４，３９３ ３，１５４ １，４７７ １９，０２４

（人口10万対） （４５３．４） （９９．４） （４６．５） （５９９．３）

東部地域 ４，７７２ １，４５８ ５９１ ６，８２１

（人口10万対） （４６１．２） （１４０．９） （５７．１） （６５９．２）

中部地域 ４，８８５ ６４１ ４４５ ５，９７１

（人口10万対） （４８６．８） （６３．９） （４４．３） （５９５．０）

静岡医療圏 ２，９７１ ３７６ ４４５ ３，７９２

（人口10万対） （４８８．２） （６１．８） （７３．１） （６２３．０）

西部地域 ４，７３６ １，０５５ ４４１ ６，２３２

（人口10万対） （４１６．５） （９２．８） （３８．８） （５４８．１）

※ 人口は年齢３区分のうち、15歳未満の年少人口を除いた推計人口を用いた。
※ 推計人口は令和２年７月の推計人口（総数）に、令和元年の年齢３区分割合を用いて算出した。
出典：静岡県・統計センターしずおか「令和２年７月市町別推計人口」、「令和元年・静岡県年齢別人口推計」

「令和２年度 病床機能報告」（令和２年７月１日時点） を基に作成

精査中
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地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

静岡県における病院一般病棟の主な機能別病床数 （６）
～急性疾患・外傷等に専門医療を加えた視点（周産期・小児を除く）からの検討～

（全県・地域-入院基本料・特定入院料別/令和２年度）
（特記以外の単位：床）

主な機能 急性期医療・専門医療（Ｃ） 急性期～回復期医療（Ｂ）

比
（Ｃ/Ｂ）入院基本料・

特定入院料

救命救急入
院料/集中
治療室管理
料等

特定機能病
院入院基本
料
（総数）

急性期一般
入院料
（７対１、10
対１）

地域一般入
院料
（13対１、15
対１）

回復期リハ
ビリテーショ
ン病棟入院
料

地域包括ケ
ア病棟入院
料・入院医
療管理料

全県 １４，３９３ ３，１５４
４．５６

（人口10万対） （４５３．４） （９９．４）

東部地域 ４，７７２ １，４５８
３．２７

（人口10万対） （４６１．２） （１４０．９）

中部地域 ４，８８５ ６４１
７．６２

（人口10万対） （４８６．８） （６３．９）

静岡医療圏 ２，９７１ ３７６
７．９０

（人口10万対） （４８８．２） （６１．８）

西部地域 ４，７３６ １，０５５
４．４９

（人口10万対） （４１６．５） （９２．８）

※ 人口は年齢３区分のうち、15歳未満の年少人口を除いた推計人口を用いた。
※ 推計人口は令和２年７月の推計人口（総数）に、令和元年の年齢３区分割合を用いて算出した。
出典：静岡県・統計センターしずおか「令和２年７月市町別推計人口」、「令和元年・静岡県年齢別人口推計」

「令和２年度 病床機能報告」（令和２年７月１日時点） を基に作成

精査中
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静岡医療圏（行政区別）における

病院一般病棟の状況 <パターン２>

地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

精査中
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地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

静岡医療圏における病院一般病棟の主な機能別病床数 （４）
～急性疾患・外傷等に専門医療を加えた視点（周産期・小児を除く）からの検討～

（全県・地域-入院基本料・特定入院料別/令和２年度）
（特記以外の単位：床）

主な機能 急性期医療・専門医療 急性期～回復期医療 長期療養等

計入院基本料・
特定入院料

救命救急入院
料/集中治療室
管理料等

特定機能病院
入院基本料
（総数）

急性期一般入
院料
（７対１、10対
１）

地域一般入院
料
（13対１、15対
１）

回復期リハビリ
テーション病棟
入院料

地域包括ケア
病棟入院料・入
院医療管理料

緩和ケア病棟
入院料

障害者施設等
入院基本料/特
殊疾患病棟入
院料・入院医療
管理料

全県 ５０７ １，０４３ １２，８４３ ６３０ １，２７０ １，２５４ １１７ １，３６０ １９，０２４

（計/構成割合） １４，３９３ / ７５．７％ ３，１５４ / １６．６％ １，４７７ / ７．８％ １００．０％

静岡医療圏 １４９ ０ ２，８２２ ０ １７７ １９９ ０ ４４５ ３，７９２

（計/構成割合） ２，９７１ / ７８．３％ ３７６ / ９．９％ ４４５ / １１．７％ １００．０％

葵区 １１６ ０ １，７５８ ０ １３２ ０ ０ ２８３ ２，２８９

（計/構成割合） １，８７４ / ８１．９％ １３２ / ５．８％ ２８３ / １２．４％ １００．０％

駿河区 ２９ ０ ５３１ ０ ０ ５０ ０ １６０ ７７０

（計/構成割合） ５６０ / ７２．７％ ５０ / ６．５％ １６０ / ２０．８％ １００．０％

清水区 ６ ０ ５５６ ０ ４４ １４９ ０ ０ ７５５

（計/構成割合） ５６２ / ７４．４％ １９３ / ２５．６％ ０ / ０．０％ １００．０％

清水区＋共立
蒲原総合病院

６ ０ ６４１ ０ ４４ ２１９ ０ ０ ９１０

（計/構成割合） ６４７ / ７１．１％ ２６３ / ２８．９％ ０ / ０．０％ １００．０％

「令和２年度 病床機能報告」（令和２年７月１日時点） を基に作成

※ 端数処理のため、主な機能別病床数の構成割合の合計が100％にならない場合がある。
注） 全県及び静岡医療圏は同一病棟内での病棟単位と病室単位の重複届出が未調整のため、３区（＋共立蒲原総合病院）の病床数の合計と一致しない。

精査中
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地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

静岡医療圏における病院一般病棟の主な機能別病床数 （５）
～急性疾患・外傷等に専門医療を加えた視点（周産期・小児を除く）からの検討～

（全県・地域-入院基本料・特定入院料別/令和２年度）

（特記以外の単位：床）

主な機能 急性期医療・専門医療 急性期～回復期医療 長期療養等

計入院基本料・
特定入院料

救命救急入院
料/集中治療室
管理料等

特定機能病院
入院基本料
（総数）

急性期一般入
院料
（７対１、10対
１）

地域一般入院
料
（13対１、15対
１）

回復期リハビリ
テーション病棟
入院料

地域包括ケア
病棟入院料・入
院医療管理料

緩和ケア病棟
入院料

障害者施設等
入院基本料/特
殊疾患病棟入
院料・入院医療
管理料

全県 １４，３９３ ３，１５４ １，４７７ １９，０２４

（人口10万対） （４５３．４） （９９．４） （４６．５） （５９９．３）

静岡医療圏 ２，９７１ ３７６ ４４５ ３，７９２

（人口10万対） （４８８．２） （６１．８） （７３．１） （６２３．０）

葵区 １，８７４ １３２ ２８３ ２，２８９

（人口10万対） （８５７．１） （６０．４） （１２９．４） （１，０４６．８）

駿河区 ５６０ ５０ １６０ ７７０

（人口10万対） （３０２．１） （２７．０） （８６．３） （４１５．３）

清水区 ５６２ １９３ ０ ７５５

（人口10万対） （２７４．４） （９４．２） （０．０） （３６８．６）

清水区＋共立蒲
原総合病院

６４７ ２６３ ０ ９１０

（人口10万対） （３１５．９） （１２８．４） （０．０） （４４４．３）

※ 人口は年齢３区分のうち、15歳未満の年少人口を除いた推計人口を用いた。 注） 全県及び静岡医療圏は同一病棟内での病棟単位と病室単位の重複届出が未調整
※ 推計人口は令和２年７月の推計人口（総数）に、令和元年の年齢３区分割合を用いて算出した。 のため、３区（＋共立蒲原総合病院）の病床数の合計と一致しない。
出典：静岡県・統計センターしずおか「令和２年７月市町別推計人口」、「令和元年・静岡県年齢別人口推計」

「令和２年度 病床機能報告」（令和２年７月１日時点） を基に作成

精査中
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地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

静岡医療圏における病院一般病棟の主な機能別病床数 （６）
～急性疾患・外傷等に専門医療を加えた視点（周産期・小児を除く）からの検討～

（全県・地域-入院基本料・特定入院料別/令和２年度）
（特記以外の単位：床）

主な機能 急性期医療・専門医療（Ｃ） 急性期～回復期医療（Ｂ）

比
（Ｃ/Ｂ）入院基本料・

特定入院料

救命救急入院
料/集中治療
室管理料等

特定機能病院
入院基本料
（総数）

急性期一般入
院料
（７対１、10対
１）

地域一般入院
料
（13対１、15対
１）

回復期リハビリ
テーション病棟
入院料

地域包括ケア
病棟入院料・
入院医療管理
料

全県 １４，３９３ ３，１５４
４．５６

（人口10万対） （４５３．４） （９９．４）

静岡医療圏 ２，９７１ ３７６
７．９０

（人口10万対） （４８８．２） （６１．８）

葵区 １，８７４ １３２
１４．２０

（人口10万対） （８５７．１） （６０．４）

駿河区 ５６０ ５０
１１．２０

（人口10万対） （３０２．１） （２７．０）

清水区 ５６２ １９３
２．９１

（人口10万対） （２７４．４） （９４．２）

清水区＋共立
蒲原総合病院

６４７ ２６３
２．４６

（人口10万対） （３１５．９） （１２８．４）

「令和２年度 病床機能報告」（令和２年７月１日時点） を基に作成

※ 人口は年齢３区分のうち、15歳未満の年少人口を除いた推計人口を用いた。 注） 全県及び静岡医療圏は同一病棟内での病棟単位と病室単位の重複届出が
※ 推計人口は令和２年７月の推計人口（総数）に、令和元年の年齢３区分割合を用いて算出した。 未調整のため、３区（＋共立蒲原総合病院）の病床数の合計と一致しない。
出典：静岡県・統計センターしずおか「令和２年７月市町別推計人口」、「令和元年・静岡県年齢別人口推計」

精査中
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参 考 資 料 １

静岡県における二次医療圏と二次救急医療圏の関係

地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.
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地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care Support

静岡県「第８次静岡県保健医療計画」を基に作成

All rights reserved.

二次救急医療圏
・ 熱海（熱海市）
・ 伊東（伊東市）

二次救急医療圏
・ 静岡（葵区、駿河区）
・ 清水（清水区）

二次救急医療圏
・ 御殿場（御殿場市、小山町）
・ 駿豆（上記市町以外の８市町）

二次救急医療圏
・ 北遠（浜松市天竜区）
・ 西遠（浜松市天竜区以外の浜松市と

湖西市）

二次救急医療圏
・ 中東遠

二次救急医療圏
・ 志太榛原

二次救急医療圏
・ 富士

二次救急医療圏
・ 賀茂

静岡県における二次医療圏と二次救急医療圏の関係

二次医療圏
・ 静岡県の場合、二次医療圏は８つ。
・ 静岡医療圏は、静岡市の行政区域に一致。

二次救急医療圏
・ 一部の二次医療圏は、複数の二次救急医療圏

に分かれている。（市町村合併に伴う二次医療
圏の見直しや地理的条件等による）
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参 考 資 料 ２

静岡県における病院病床数（一般・療養）の推移

（平成30年度以降における介護医療院への転換状況を含む）

地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.
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静岡県における病院病床数の推移 （１）
（使用許可病床/病床種類別病床数（一般・療養）/平成28年～令和３年）

21,082 21,142 20,885 20,986 20,938 20,947 

10,871 10,871 10,860 10,057 9,122 8,896 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H28 H29 H30 R1（H31） R2 R3

一般病床 療養病床

地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

（床）

静岡県健康福祉部医療政策課 「静岡県病院名簿」（各年４月１日時点） を基に作成

H28（全県）
31,953 床

R3（全県）
29,843 床
→ H28比
6.6％減
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7,472 7,319 7,376 7,389 6,904 6,892 6,888 6,884 6,706 6,674 6,674 6,674 

3,862 3,816 3,248 3,196 
3,163 3,163 2,912 2,852 

3,846 3,881 
2,962 2,848 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

一般病床 療養病床

静岡県における病院病床数の推移 （２）
（使用許可病床/地域-病床種類別病床数（一般・療養）/平成28・30年、令和２・３年）

地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

（床）

静岡県健康福祉部医療政策課 「静岡県病院名簿」（各年４月１日時点） を基に作成

R3（西部）
9,522 床
→ H28比
9.8％減

R3（中部）
9,736 床
→ H28比
3.3％減

R3（東部）
10,585 床
→ H28比
6.6％減
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静岡県における病院病床の推移 （３）
（使用許可病床/病床種類別構成割合（一般・療養） /平成28年～令和３年）

66.0% 66.0% 65.8% 67.6% 69.7% 70.2%

34.0% 34.0% 34.2% 32.4% 30.3% 29.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H28 H29 H30 R1（H31） R2 R3

一般病床 療養病床

地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

静岡県健康福祉部医療政策課 「静岡県病院名簿」（各年４月１日時点） を基に作成
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静岡県における病院病床数の推移 （４）
（使用許可病床/地域-病床種類別構成割合（一般・療養） /平成28・30年、令和２・３年）

65.9% 65.7% 69.4% 69.8% 68.6% 68.5% 70.3% 70.7%
63.6% 63.2%

69.3% 70.1%

34.1% 34.3% 30.6% 30.2% 31.4% 31.5% 29.7% 29.3%
36.4% 36.8%

30.7% 29.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

一般病床 療養病床

地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

静岡県健康福祉部医療政策課 「静岡県病院名簿」（各年４月１日時点） を基に作成
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地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

病院から介護医療院への転換状況（平成30年度～令和２年度） （１）

60 40 

253 
248 

331 

105 

432 

0

200

400

600

800

1000

H30 R1(H31) R2

東部地域 中部地域 西部地域

（床）

（１） （１）

（３）

（４）

（２）*

（２）

（４）

※ カッコ内は施設数（* は前年度に病床の一部を転換した１病院を含む）
※ 介護医療院は、病院から転換した施設（上記）以外に、介護療養型老人保健施設（転換老健）から転換した施設がある。

静岡県健康福祉部医療政策課調べ を基に作成

H30年度の制度創設からR2年度末までの転換状況（療養床数）
東部地域 ５施設 計 ３５３床 （うち病院廃止 １施設）

＊うち１施設は転換時に10床返還、減床した上で転換。
中部地域 ２施設 計 ２４８床 （うち病院廃止 １施設）
西部地域 ９施設 計 ８６８床 （うち病院廃止 ３施設）

＊うち１施設は２回に分けて転換し、最終的に病院廃止。
全県 １６施設 計 １，４６９床 （うち病院廃止 ５施設）
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地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

病院から介護医療院への転換状況（平成30年度～令和２年度） （２）

（特記以外の単位：床）

地域
病院・療養病床数

介護医療院・
療養床数

（病院転換分）
転換率
（仮称）

平成30年４月１日
時点

令和３年４月１日
時点 差

平成30年度分～
令和２年度分・計

全県 １０，８６０ ８，８９６ ▲ １，９６４ １，４６９ ７４．８％

東部 ３，８１６ ３，１９６ ▲ ６２０ ３５３ ５６．９％

中部 ３，１６３ ２，８５２ ▲ ３１１ ２４８ ７９．７％

西部 ３，８８１ ２，８４８ ▲ １，０３３ ８６８ ８４．０％

静岡県健康福祉部医療政策課 「静岡県病院名簿」（各年４月１日時点）
静岡県健康福祉部医療政策課資料 を基に作成

35
精査中
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地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

静岡県における病院病床数（一般・療養）の推移（まとめ）

➢ 静岡県における病院病床数（一般・療養）は、使用許可病床数からみると、
全県・３地域とも、平成28年度から令和３年度にかけて減少しており、特に
平成30年度から令和２年度の間で減少幅が大きかった。

➢ 地域別では、東部・西部地域では病床数の減少幅が大きく、中部地域で
は減少幅が小さかったが、いずれの地域も療養病床の減少が大部分で、
一般病床の病床数は横ばいであった。

➢ 令和３年度当初の時点で、全県・３地域とも、一般病床と療養病床の比
は７：３であった。

➢ 以上から、本県では、地域医療構想が導入された2016（平成28）年度以
降、地域による違いはあるが、療養病床の減少が進み、導入５年後の
2021（令和３）年度時点で、病院病床数（一般・療養）の構成比に地域差は
認められなかった。

➢ 療養病床の転換先として2018（平成30）年度に創設された介護医療院の
療養床数は、地域別にみると、西部＞東部＞中部の順に多く、療養病床
の減少を反映していたが、転換率（仮称）には地域差がみられた。

36
未定稿
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参 考 資 料 ２

地域医療構想と病床機能報告制度（基本的事項）

地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.
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厚生労働省「医療計画の見直し等に関する検討会 第21回地域医療構想ワーキンググループ」（令和元年５月16日開催）資料１から抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000509327.pdf（令和３年６月22日確認）
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厚生労働省「令和２年度第１回医療政策研修会」（令和２年10月９日開催）資料２ から抜粋・赤枠（点線）追記
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000686050.pdf（令和３年６月21日確認）
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厚生労働省「医療計画の見直し等に関する検討会 第27回地域医療構想に関するワーキンググループ」（令和２年10月21日開催）資料 から抜粋
赤枠（下線、点線）追記

https://www.mhlw.go.jp/content/10802000/000684860.pdf （令和３年６月18日確認）
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厚生労働省「第１回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ」（令和３年７月29日開催）資料２ から抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000811085.pdf（令和３年８月３日確認）
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「静岡方式」における区分イメージ

※「回復期」には地域医療構想の「在宅医療等」相当を含む。 ※化学療法は点滴注射によるものを原則とする。 ※区分は目安であり、医療機関の自主的判断も尊重する。

【特定入院料等からの区分】 【一般病棟の区分】

高度

急性期

・ 救命救急

・ ICU　 ・ MFICU　・ NICU　・ GCU

・ CCU  ・ PICU　  ・ SCU   ・ HCU

・ 重症度、医療・看護必要度」が

　 ［Ⅰ:35%以上,Ⅱ:30％以上］

　　かつ平均在棟日数14日以内

－

急性期 ・ 小児入院医療管理料１・２・３

・ 「重症度、医療・看護必要度」が

 　［Ⅰ:20%以上,Ⅱ:15％以上］

　　かつ平均在棟日数21日以内

・ 手術あり(２件以上/月・ベッド)

・ 放射線治療あり(0.1件以上/月・ベッド)

・ 化学療法あり(１件以上/月・ベッド)

・ 手術あり(１件以上/月・ベッド)

・ 放射線治療あり

・ 化学療法あり(0.5件以上/月・ベッド)

回復期

・ 回復期リハ病棟入院料

・ 小児入院医療管理料４・５

・ 緩和ケア病棟入院料

・ 地域包括ケア病棟入院料

・ 上記を１つも満たさない病棟 ・ 上記、下記を１つも満たさない診療所

慢性期
・ 療養病棟入院料

・ 特殊疾患病棟入院料

・ 障害者施設等入院基本料

－ ・ 有床診療所療養病床入院基本料

有床診療所
医療

機能

病院

病

院

の

一

般

病

棟

有
床
診
の
一
般
病
床

静岡県健康福祉部「令和元年度第１回静岡県医療審議会」（令和元年８月27日開催）資料５－３ から抜粋
http:/www2.pref.shizuoka.jp/all/shingi.nsf/kekka_sosiki/347413957E3B4E324925848000211ECF/$FILE/houkoku1-3.pdf（令和３年10月８日確認）
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病床機能報告と地域医療構想からみた病床数と病床機能 （静岡県）

9,631 9,557 
6,437 

4,209 
7,571 

7,903 

12,546 
9,489 

9,084 

4,944 4,713 

3,160 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

病床数による比較

慢性期 回復期 急性期 高度急性期
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24.2%

29.7%

40.0%
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15.8% 15.0% 11.9%
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病床機能の構成割合による比較

慢性期 回復期 急性期 高度急性期

地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care Support

（床）

31,330 31,330

26,584

静岡県健康福祉部「令和元年度第１回静岡県医療対策協議会」（平成元年６月５日開催）資料７を基に作成
http://www2.pref.shizuoka.jp/all/shingi.nsf/kekka_sosiki/A75E300C7B3160E349258443001DA0E7/$FILE/houkoku2-3.pdf （令和３年10月８日確認）

※ 定量的基準は「静岡方式」による

All rights reserved.
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厚生労働省「令和２年度第１回医療政策研修会」（令和２年10月９日開催）資料２ から抜粋・赤枠（点線）とコメントを追記
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000686050.pdf（令和３年６月21日確認）

44
見直し前

見直し前においても、年間患者数や
救急車受入件数等は１年分を報告
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厚生労働省「令和２年度第１回医療政策研修会」（令和２年10月９日開催）資料２ から抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000686050.pdf（令和３年６月21日確認）
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【通知】厚生労働省ホームページ「病床機能報告制度」 から抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/000680826.pdf（令和３年６月21日確認）

病床機能報告制度における病棟情報の記録の通年化

〇 令和２年度 病床機能報告

・ 新型コロナウイルス感染症対応下において、病
床機能報告対象病院等の負担軽減を図るため、
入院診療実績の報告を求めない（※）こととする。

主な内容
※ 令和２年度病床機能報告に関して、入院診療実績の報告を不要とすることに

ついては、本年９月28日に「令和二年十月一日から同月三十一日までの間
に行うものとされる病床機能報告に関する医療法施行規則第三十条の三十
三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行
規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の
特例」（令和２年厚生労働省告示第329号）を告示。

〇 令和３年度 病床機能報告

・ 令和３年度以降の病床機能報告においては、入
院患者に提供する医療の内容のうちレセプト情
報による方法で報告を行うこととなっている項目
（以下「入院診療実績」という。）の報告対象を、
通年（前年４月～３月分）の実績とする。

厚生労働省「令和２年度第１回医療政策研修会」（令和２年10月９日開催）資料２ を基に作成
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000686050.pdf（令和３年６月21日確認）
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厚生労働省「第１回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ」（令和３年７月29日開催）資料３ から抜粋
赤枠（点線）とコメントを追記

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000686050.pdf（令和３年10月22日確認）

47見直し後

見直し後は、入院患者に提供する
医療の内容は全項目１年分を報告

61



令和元年度～令和３年度病床機能報告における報告対象期間の変更
（全体イメージ図）

静岡県健康福祉部医療政策課作成資料を基に作成

48

〇 主な見直し事項
【稼働病床数】

・ 前年４月から報告年３月までの「最大使用病床数」を報告
（併せて、「最小使用病床数」を任意で報告。）

【コロナ対応状況】
・ コロナ対応のために臨時的に増床した病床数を報告

【実績報告】
・ 従前は１か月間の実績報告だった項目について、年間の実績報告項目とともに、前年４月から
報告年３月までの月別の年間実績（報告様式１・２とも）を報告。

〇 負担軽減措置（報告様式２）
・ 電子媒体による報告では、国から提供される入院診療実績データの反映が可能。
・ 紙媒体による報告では、年間合計数の報告で可。（令和５年度を目処に原則WEB報告）62



参 考 資 料 ３

「退院患者調査」の結果（地域・医療圏-MDC別）

地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

49

63



厚生労働省ホームページ：平成30年度DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」の結果報告について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000196043_00003.html（令和３年７月24日確認）

「退院患者調査」とは

厚生労働省ホームページでは、令和元年度「退院患者調査」
の結果が公表されています。直近の公表データは、そちらを
ご参照ください。（令和３年10月22日時点）
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地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care Support

MDC（Major Diagnostic Category；主要診断群） 大分類

MDC 01 神経系疾患 MDC 10 内分泌・栄養・代謝に関する疾患

MDC 02 眼科系疾患 MDC 11
腎・尿路系疾患及び男性生殖器
系疾患

MDC 03 耳鼻咽喉科系疾患 MDC 12
女性生殖器系疾患及び産褥期
疾患・異常妊娠分娩

MDC 04 呼吸器系疾患 MDC 13 血液・造血器・免疫臓器の疾患

MDC 05 循環器系疾患 MDC 14 新生児疾患、先天性奇形

MDC 06
消化器系疾患、肝臓・胆道・
膵臓疾患

MDC 15 小児疾患

MDC 07 筋骨格系疾患 MDC 16 外傷・熱傷・中毒

MDC 08 皮膚・皮下組織の疾患 MDC 17 精神疾患

MCD 09 乳房の疾患 MDC 18 その他

51

All rights reserved.
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地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

「退院患者調査」における分析対象データ

➢ 平成 30 年調査に係る分析対象データの状況

○ 平成 30 年 4 月から翌年 3 月の退院又は転棟した患者に係るもの。

○ 本集計において、原則、分析対象外としたのは以下のとおり。（抜粋）

・ 在院日数 1 日以下

・ 外泊>=在院日数

・ 年齢 0 歳未満 120 歳超

・ 一般病棟以外の病棟との移動あり（DPC 対象病棟となる入院料を算定していないもの）

・ 24 時間以内の死亡

・ 自費のみ

・ DPC 該当せず

・ 平成30年３月31日以前入院、４月から翌年３月退院以外のもの。

・ 治験の実施

・ 生後 7 日以内の死亡

・ その他

○ 集計対象施設数 （右表）

施設類型 施設数 （全国）

大学病院本院群 ８２

DPC特定病院群 １５５

DPC標準病院群 １，４９３

DPC準備病院 ２６０

出来高算定病院 ２，７７４

厚生労働省「平成30年度DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」の結果報告について」 を基に作成
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000612776.pdf（令和３年10月22日確認）
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地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

退院患者調査（病院-MDC別患者数：手術無・有計/平成30年度） 中部地域・二次医療圏別

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000

誠和藤枝病院

聖稜リハビリテーション病院

駿河西病院

岡本石井病院

コミュニティーホスピタル甲賀病院

藤枝平成記念病院

榛原総合病院

市立島田市民病院

焼津市立総合病院

藤枝市立総合病院

山の上病院

桜ヶ丘病院

（東部地域）共立蒲原総合病院

清水厚生病院

静岡市立清水病院

静清リハビリテーション病院

静岡リハビリテーション病院

静岡富沢病院

静岡リウマチ整形外科リハビリ病院

静岡徳洲会病院

静岡厚生病院

静岡てんかん・神経医療センター

静岡県立こども病院

静岡済生会総合病院

静岡赤十字病院

静岡市立静岡病院

静岡県立総合病院

MDC 01 MDC 02 MDC 03 MDC 04 MDC 05 MDC 06 MDC 07 MDC 08 MDC 09

MDC 10 MDC 11 MDC 12 MDC 13 MDC 14 MDC 15 MDC 16 MDC 17 MDC 18

（件）

静岡医療圏 （葵区＋駿河区：旧静岡市）

静岡医療圏 （清水区：旧清水市）

志太榛原医療圏

厚生労働省「平成30年度DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」の結果報告について」を基に作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000196043_00003.html（令和２年11月27日確認）

※ 矢印は退院患者数が特定のMDCに集中している病院（例示）
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地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

退院患者調査（病院-MDC別患者数：手術無・有計/平成30年度） 中部地域

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

誠和藤枝病院

聖稜リハビリテーション病院

駿河西病院

山の上病院

静清リハビリテーション病院

静岡リハビリテーション病院

静岡富沢病院

静岡リウマチ整形外科リハビリ病院

岡本石井病院

桜ヶ丘病院

（東部地域）共立蒲原総合病院

コミュニティーホスピタル甲賀病院

清水厚生病院

静岡徳洲会病院

静岡厚生病院

藤枝平成記念病院

榛原総合病院

静岡てんかん・神経医療センター

静岡県立こども病院

静岡市立清水病院

市立島田市民病院

静岡済生会総合病院

焼津市立総合病院

静岡赤十字病院

藤枝市立総合病院

静岡市立静岡病院

静岡県立総合病院

MDC 01 MDC 02 MDC 03 MDC 04 MDC 05 MDC 06 MDC 07 MDC 08 MDC 09

MDC 10 MDC 11 MDC 12 MDC 13 MDC 14 MDC 15 MDC 16 MDC 17 MDC 18

（％）

厚生労働省「平成30年度DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」の結果報告について」を基に作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000196043_00003.html（令和２年11月27日確認）

※ 矢印は退院患者数が特定のMDCに集中している病院（例示）

集計対象施設になっているが分析対象データがない
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参 考 資 料 ４

地域医療構想の進め方と地域課題の整理

令和３年度 第１回医療政策研修会・第１回地域医療構想
アドバイザー会議 資料４ から抜粋

地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.

本資料は厚生労働省ホームページの「医療政策研修会」からダウンロード可能です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194369.html
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厚生労働省「令和３年度第１回 医療政策研修会」資料４ から抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000818140.pdf（令和３年10月15日確認）
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厚生労働省「令和３年度第１回 医療政策研修会」資料４ から抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000818140.pdf（令和３年10月15日確認）
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厚生労働省「令和３年度第１回 医療政策研修会」資料４ から抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000818140.pdf（令和３年10月15日確認）
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厚生労働省「令和３年度第１回 医療政策研修会」資料４ から抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000818140.pdf（令和３年10月15日確認）
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60

主 な 出 典 一 覧

➢ 静岡県保健医療計画

http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-410/hi-keikaku.html

➢ 静岡県地域医療構想

http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-410/chiikiiryokousou/chiikiiryokousou.html

➢ 令和２年度病床機能報告

http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-410/202107.html

➢ 厚生労働省「医療計画の見直し等に関する検討会・地域医療構想ワーキンググループ」

（注：現在は下記ワーキンググループに移行）

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_368422.html

➢ 厚生労働省「第８次医療計画等に関する検討会・地域医療構想及び医師確保計画に関する

ワーキンググループ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_436723_00004.html

➢ 厚生労働省「医療政策研修会」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194369.html

➢ 厚生労働省 診療報酬改定関係資料

・ 2018（平成30）年度：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html

・ 2020（令和２）年度： https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html

➢ 厚生労働省 平成30年度DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」の結果報告について

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000196043_00003.html

地域医療支援学講座
Dept. of Regional Medical Care SupportAll rights reserved.
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第８次静岡県保健医療計画の中間見直し

（医療局医療政策課）

１ 医療計画の中間見直しについて

都道府県は医療法の規定に基づき、医療計画の計画期間の中間である３年ごとに、調査、

分析及び評価等を行い、必要があると認めるときは、医療計画を変更する。

２ 第８次静岡県保健医療計画（現行計画）の概要

３ 第８次静岡県保健医療計画中間見直し協議スケジュール

・在宅医療は、長寿社会保健福祉計画と整合性を保つため、令和２年度中に見直しを実施済

・在宅医療以外の項目については、令和３年度中に見直しを実施

・圏域別計画の中間見直しについては、新型コロナウイルス感染拡大への保健所の対応状況を踏

まえ、昨年度策定済みの「在宅医療」を除く項目の実施を見送る。なお、圏域別計画で中間見直

しを行わない項目については、本体計画の中で必要に応じて言及することとする。

計 画 期 間

2018 年度（平成 30年度）から 2023 年度までの６年間（３年経過後に見直し）

※中間見直しは 2020 年度（令和２年度）に実施予定であったが、新型コロナウイ

ルス感染症対策を優先するため、2021 年度（令和３年度）に期限を延長

２次保健医療圏 入院医療の提供体制を確保するための一体の区域（県下８医療圏）

医療連携体制

の 構 築

６疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、肝炎、精神疾患）

５事業（救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、

小児医療（小児救急医療を含む。））

在宅医療（訪問診療の促進、訪問看護の充実、歯科訪問診療の促進、

かかりつけ薬局の促進、介護サービスの充実）

圏 域 別 計 画
医療資源や住民の健康状態等は圏域ごとに実状が異なることから、地域の

状況に応じて、６疾病５事業及び在宅医療に関する圏域別の計画を策定。

そ の 他
団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年に向けた取組、

医療機関の機能分担と相互連携、地域包括ケアシステムの構築 ほか

区分

医療計画中間見直し 備考

骨子案

素案（一部）
素案

パブリック

コメント

関係団体法

定意見聴取

（１月）

最終案 計
画
策
定
（
３
月
末
）

（各疾病・事業等）

各種専門協議会等に

おいて検討

医療対策

協議会

第１回

（7/26）

第２回

（11/24）

第３回

（3/11）

医療審議会
第１回

（8/25）

第２回

（12/22）

第３回

（3/22）
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４ 中間見直しの主な視点（疾病事業等）

①疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針等(厚生労働省地域医療計画課長通知)

を踏まえた見直し

・５疾病５事業及び在宅医療の必要となる医療機能と指標

循環器病対策基本法を踏まえた脳卒中及び心筋梗塞等の心血管疾患に関する医療体制の見直し

小児の訪問診療を実施している診療所・病院数、成育過程を踏まえた医療提供体制の検討

※２次保健医療圏の設定、基準病床数は見直しを行わない。

②感染症対策

・国においては次期計画（2024 年度～2029 年度）から｢事業｣に追加することとしている。

・本県においては、新型コロナウイルス感染症対策の経験を踏まえ、新型コロナウイルス感染

症以外の新興・再興感染症が発生することを見据えて、必要な医療提供体制について、検討

する。

③関連する他計画との整合

・令和３年度に実施される静岡県総合計画の見直しに併せて、数値目標を総合計画の指標と連動さ

せている項目等を見直す。

・現行計画策定後に策定した分野別計画との整合を図る。

④本県の現状を踏まえた見直し

・保健医療計画の数値目標に対する進捗状況を踏まえ、改善傾向が見られない項目については、そ

の要因を分析した上、取組内容等を見直し、計画に反映する。

・計画策定時から状況変化しているものについて、時点更新する。
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第８次静岡県保健医療計画目次 第８次静岡県保健医療計画（中間見直し）目次　（案）

＜全県版＞　　　　　　　　　　　　　　　　
第１章　基本的事項 第１章　基本的事項

第１節　計画策定の趣旨 第１節　計画見直しの趣旨
第２節　基本理念 第２節　計画の期間
第３節　計画の位置付け 第３節　中間見直し内容の概要及び位置付け
第４節　計画の期間
第５節　2025年に向けた取組
第６節　地域包括ケアシステムの構築

第２章　保健医療の現状と課題 第２章　保健医療の現状と課題 
第１節　人口 第１節　人口
第２節　受療動向 第２節　受療動向
第３節　医療資源 第３節　医療資源

第３章　保健医療圏
第１節　保健医療圏の設定の基本的考え方
第２節　保健医療圏の設定
　１　２次保健医療圏
　２　３次保健医療圏
第３節　基準病床数

第４章　地域医療構想 第３章　地域医療構想 【R2年度見直し済】
第１節　構想区域 第２節　在宅医療の必要量
第２節　2025年の必要病床数、在宅医療等の必要量
第３節　実現に向けた方向性
第４節　地域医療構想の推進体制

第５章　医療機関の機能分担と相互連携 第４章　医療機関の機能分担と相互連携
第１節　医療機関の機能分化と連携
第２節　プライマリーケア
第３節　地域医療支援病院の整備
第４節　公的病院等の役割

１　公的病院等の役割 １　公的病院等の役割　
２　公立病院改革への対応 ※新興感染症対策の検討を踏まえて記載
３　県立病院
（１）県立静岡がんセンター
（２）地方独立行政法人静岡県立病院機構

第６章 　疾病又は事業ごとの医療連携体制の構築 第５章 　疾病又は事業及び在宅医療ごとの医療連携体制の構築
第１節　疾病又は事業ごとの医療連携体制 第１節　疾病又は事業ごとの医療連携体制
第２節　疾病 第２節　疾病

１　がん １　がん
２　脳卒中 ２　脳卒中
３　急性心筋梗塞 ３　急性心筋梗塞
４　糖尿病 ４　糖尿病
５　肝炎 ５　肝炎
６　精神疾患 ６　精神疾患

第３節　事業 第３節　事業
１　救急医療 １　救急医療
２　災害時における事業 ２　災害時における事業
３　へき地の医療 ３　へき地の医療
４　周産期医療 ４　周産期医療
５　小児医療（小児救急医療を含む。） ５　小児医療（小児救急医療を含む。）

第４節　在宅医療 第４節　在宅医療【R2年度見直し済】
１　在宅医療の提供体制 １　在宅医療の提供体制
２　在宅医療のための基盤整備 ２　在宅医療のための基盤整備
（１）訪問診療の促進 （１）訪問診療の促進
（２）訪問看護の充実 （２）訪問看護の充実
（３）歯科訪問診療の促進 （３）歯科訪問診療の促進
（４）かかりつけ薬局の促進 （４）かかりつけ薬局の促進
（５）介護サービスの充実 （５）介護サービスの充実

第７章 　各種疾病対策等 第６章 　各種疾病対策等
第１節　感染症対策 第１節　新興感染症対策（追加）
第２節　結核対策 (第２節　結核対策)
第３節　エイズ対策 (第３節　エイズ対策)
第４節　難病対策 第４節　その他の感染症
第５節　認知症対策 (第５節　難病対策)
第６節　アレルギー疾患対策 第６節　認知症対策【R2年度見直し済】
第７節　臓器移植対策 第７節　地域リハビリテーション（新規）【R2年度見直し済】
第８節　血液確保対策 ※アレルギー疾患対策　以下省略
第９節　治験の推進
第10節　歯科保健医療対策

第８章 　医療従事者の確保 第７章 　医療従事者の確保
第１節　医師 第１節　医師（医師確保計画の反映）
第２節　歯科医師 第４節　看護職員（保健師・助産師・看護師・准看護師）
第３節　薬剤師 第６節　ふじのくに医療勤務環境改善支援センター
第４節　看護職員（保健師・助産師・看護師・准看護師）
第５節　その他の保健医療従事者
第６節　ふじのくに医療勤務環境改善支援センター
第７節　介護サービス従事者

第９章 　医療安全対策の推進

対　　照　　表

第５節　医療機能に関する情報提供の推進
第６節　病床機能報告制度
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第８次静岡県保健医療計画目次 第８次静岡県保健医療計画（中間見直し）目次　（案）

第１０章 　健康危機管理対策の推進
第１節　健康危機管理体制の整備
第２節　医薬品等安全対策の推進
　　１　医薬品等の品質確保と適正使用の推進
　　２　麻薬・覚せい剤等に対する薬物乱用防止対策
第３節　食品の安全衛生の推進
第４節　生活衛生対策の推進

第１１章 　保健・医療・福祉の総合的な取組の推進 第８章 　保健・医療・福祉の総合的な取組の推進
第１節　健康寿命の延伸
　　１　県民の生涯を通じた健康づくり

（１）健康経営の推進による健康づくり
（２）特定健康診査・特定保健指導等の促進
（３）食育による健康づくりの推進
（４）たばこ対策の推進

　　２　科学的知見に基づく健康施策の推進 静岡社会健康医学大学院大学（追加）
第２節　高齢化に伴い増加する疾患等対策
第３節　高齢者保健福祉対策
第４節　母子保健福祉対策
第５節　障害者保健福祉対策
第６節　保健施設の機能充実
　　１　保健所（健康福祉センター） 　　１　保健所（健康福祉センター）
　　２　発達障害者支援センター 　※新興感染症対策の検討を踏まえて記載
　　３　精神保健福祉センター
　　４　静岡県総合健康センター
　　５　環境衛生科学研究所
　　６　市町保健センター
第７節　地域医療に対する住民の理解促進

第１２章 　計画の推進方策と進行管理 第９章 　計画の推進方策と進行管理
第１節　計画の推進体制 第３節　主な数値目標等
第２節　数値目標等の進行管理
第３節　主な数値目標等

＜２次保健医療圏版＞
第１章 　第８次静岡県保健医療計画と「２次保健医療圏版」

　　１　「２次保健医療圏版」作成の趣旨
　　２　「２次保健医療圏版」を作成する単位
　　３　「２次保健医療圏版」の記載内容
　　４　指標から見る各医療圏の状況

第２章　２次保健医療圏における計画の推進  第 １０ 章　２次保健医療圏における計画の推進
　　１　賀茂保健医療圏  　　１　賀茂保健医療圏
　　２　熱海伊東保健医療圏  　　２　熱海伊東保健医療圏
　　３　駿東田方保健医療圏  　　３　駿東田方保健医療圏
　　４　富士保健医療圏  　　４　富士保健医療圏
　　５　静岡保健医療圏  　　５　静岡保健医療圏
　　６　志太榛原保健医療圏  　　６　志太榛原保健医療圏
　　７　中東遠保健医療圏  　　７　中東遠保健医療圏
　　８　西部保健医療圏  　　８　西部保健医療圏

コロナウイルス感染拡大への対応を踏ま
え、

2次医療圏版の⾒直しは実施しない。
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地域医療機能分化等推進事業費助成
（医療局医療政策課）

１ 事業目的

地域医療構想の実現に向け、各構想区域の地域医療の課題を解決するため、地域医療連

携推進法人の設立に向けた地域医療連携推進計画の策定や、地域医療連携推進計画に基づ

く施設・設備整備を支援する。（令和３年度新規事業）

・令和３年度予算額（当初）４５，０００千円（財源：全額地域医療介護総合確保基金）

２ 事業概要

＜地域医療連携推進法人のイメージ＞

区 分 内 容

計 画 策 定

事 業 費 助 成

地域医療連携推進法人の設立に向けた地域医療連携推進計画の策定経

費を助成

・補助上限額：2,000千円

・補 助 率：1/2

施設・設備整備

事 業 費 助 成

地域医療連携推推進法人が行う施設・設備整備を支援

・補助対象：地域医療連携推進法人及び各参加法人

・対象経費：

地域医療連携推進計画に基づき、許可病床を削減し病床再編が伴う

施設の新築及び増改築、設備整備に要する経費

・補助基準額：1,570千円/床 ほか

※施設の新築・増改築は120床（地方公共団体等及び公的団体は240

床）を限度とする。

・補 助 率：2/3

計
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１ 地域医療介護総合確保基金の概要

２ 令和２年度執行状況 （単位：千円）

※差引での余剰分は、国配分額の減少や配分時期の遅れに対応できる財源として計画的に確保

し、有効に活用。不足の場合、過去の未執行分から充当

３ 令和３年度内示状況

○国からの指示に基づき、過年度財源の計画的な執行を踏まえた額を要望

→令和３年度の事業計画額は、今回配分額及び過年度財源を活用して、執行見込

（単位：千円）

４ 今後の予定

地域医療介護総合確保基金（医療分）

趣旨等

・ 病床の機能分化・連携、在宅医療の推進、医療従事者の確保、医師の勤務

環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケ

アシステムの構築」が急務の課題

⇒消費税増収分を活用した新たな財政支援制度として都道府県に基金設置

（H26年条例制定）

・ 都道府県計画を作成し、この計画に基づいて事業を実施

負担割合 国２／３、都道府県１／３（法定負担率） ※区分Ⅰ-②のみ国10／10

区 分
積立額

(a)

執行額

(b)

差引※

(a-b)

未執行額

（R２年度末累計）

Ⅰ 病床機能分化・連携推進 577,316 327,674 249,642 3,281,789

Ⅱ 在宅医療推進 217,759 191,750 26,009 815,080

Ⅳ 医療従事者の確保 1,122,864 1,044,536 78,328 1,362,277

Ⅵ 医師の勤務環境の改善 322,392 62,882 259,510 259,510

医療分計 2,240,331 1,626,842 613,489 5,718,656

区 分
要望額

(a)

内示額

(b)

差引

(b-a)

事業計画

予定額

(c)

過年度財源

充当額

(c-b)

Ⅰ 病床機能分化・連携推進
0

（全額未執行分から利用）
0 0 739,967 739,967

Ⅰ-② 病床再編支援(R3 新規) 103,740 未内示 0
Ⅱ 在宅医療推進 236,715 234,247 ▲2,468 434,890 200,643

Ⅳ 医療従事者の確保 1,117,073 1,105,875 ▲11,198 1,443,122 337,247

Ⅵ 医師の勤務環境の改善 322,392 322,392 0 323,000 608

医療分計（Ⅰ-②を除く） 1,676,180 1,662,514 ▲13,666 2,940,979 1,278,465

時 期 令和３年度事業 令和４年度事業

８月 国内示（８月10日）

⇒事業執行

事業提案募集

９月 事業提案募集（終了）

10月～３月
事業所管課と提案団体との調整

⇒事業化に向けた県予算要求作業
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